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 令和４年度からの県における多文化共生の取組を推進する新たな計画

として、「埼玉県多文化共生推進プラン」を策定しました。 

 本県の在留外国人数は、令和３年６月末現在で約２０万人、県民のお

よそ３７人に１人が外国人です。 

 近年では、外国人住民の出身地や在留目的、活動の多様化が進むとと

もに、新たな在留資格が創設されるなどの国の動きもありました。 

 外国人住民が共に地域で生活することはごく当たり前になり、多文化

共生を取り巻く課題も多様化しています。 

また、デジタル化の進展、気象災害の激甚化や感染症などの危機の発生

等、予見できない事象による社会経済情勢の変化は、外国人住民を含む

県民の生活に影響を及ぼし、行政にもよりきめ細やかな対応が求められ

ています。 

 県の人口、生産年齢人口ともに減少する中、外国人住民数は今後も増

加が見込まれています。本県が将来にわたり活力を維持するためには、

外国人を含む多様な人々が暮らしやすいと感じ、それぞれが能力を発揮

して活躍できる多文化共生の地域づくりを進めることが重要です。 

 今回策定したプランでは、「日本人住民、外国人住民が共に日本一暮ら

しやすい SAITAMAづくり」を基本目標とし、「誰もが暮らしやすい地域づ

くり」、「外国人が活躍できる地域づくり」及び「認め合い共に生きる地

域づくり」の三つの柱の下に、具体的な取組を進めます。 

 生活者である外国人住民への基本的な支援を充実させるとともに、地

域で多文化共生を推進する人材を育成し、県民一人ひとりに「多文化共

生の担い手である」という意識を持っていただくことにより、SDGsの基

本理念「誰一人取り残さない社会」の実現につなげます。 

 多文化共生の推進は、誰もが意欲と能力に応じて活躍できる環境づく

りに向けて、地域全体で取り組む課題です。県は、市町村や国際交流協

会、NGO 等、多様な主体と連携し、目指す将来像である「誰もが主役の



 

多文化共生社会」の実現に向け、施策を着実に進めてまいります。県民

の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。 

 

 令和４年４月 
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１ 趣旨 

 本県が将来にわたり活力のある社会を維持していくためには、日本人と外国人住民

の双方がそれぞれの文化的背景などを理解し、共存、共栄を図っていく「多文化共生
1」を推進することが重要です。 

 この「多文化共生」の考え方は、国籍や民族などの違いにかかわらず全ての県民の

人権が平等に尊重され擁護される社会を目指すもので、日本国憲法2などで保障され

た外国人の人権尊重の趣旨にも合致しています。 

 県民の 37 人に 1 人が外国人となった今、外国人住民を「支援される側」と捉える

のではなく、日本一暮らしやすい埼玉県づくりを共に支える担い手として、その個性

と能力を十分に発揮できる環境整備を進めることがより一層求められています。 

 そこで、本県は「誰もが主役の多文化共生社会」を目指す将来像として掲げ、その

実現に向けて進めるべき施策をまとめた「埼玉県多文化共生推進プラン」を策定しま

した。 

 

２ 経緯 

 平成 18 年（2006 年）3 月に総務省が「地域における多文化共生推進プラン」を策

定したことを受け、県は、県内の実情に合わせた「埼玉県多文化共生推進プラン」を

平成 19年（2007年）12月に策定し、その後 2回の改訂を行ってきました。 

 第 3次プランの最終年度である令和 3年度（2021年度）に、県として推進すべき施

策について検討を行い、埼玉県多文化共生推進会議3における協議と県民コメントの

意見等を踏まえ、第 4次多文化共生推進プランを取りまとめました。 

 

３ 位置付け 

 県の総合計画である「埼玉県５か年計画 ～日本一暮らしやすい埼玉へ～ 」（令和 4

年度～令和 8年度）の多文化共生に係る部門別計画として位置付けます。 

 総務省「地域における多文化共生推進プラン」（令和 2 年（2020 年）9 月改訂）等

を参照し、地域の実情を踏まえて策定したものです。 

                                                   
1 多文化共生 

 国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的な違いを認め合い、対等な関係を築こうとしな

がら、地域社会の構成員として共に生きていくこと。 
2 日本国憲法と外国人の人権 

 外国人の人権については、昭和 53 年（1978 年）の最高裁判決において、「憲法第３章の諸規

定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるもの

を除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」と示されている。人権の普遍性や憲法

前文の国際協調主義、更には憲法第 98 条の条約遵守義務から、日本国憲法上、一般に外国人の

人権保障の必要性が導かれている。 
3 埼玉県多文化共生推進会議 

 専門的な視点から県の多文化共生施策を推進するため、平成 20 年（2008 年）に設置。学識経

験者、外国人住民、NPO 団体、企業、市町村等の委員で構成される。 

Ⅰ 埼玉県多文化共生推進プラン策定の考え方 
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４ 計画期間 

 令和 4年度（2022年度）から令和 8年度（2026年度）までの 5年間です。 

 

５ 多文化共生を取り巻く現状と課題  

(１) 人口減少と人口構造の変化  

 本県の人口は、国勢調査の開始から一貫して増加を続け、令和 2年（2020年）に

は約 735 万人（令和２年国勢調査速報値）となりました。今後は人口減少に転じ、

令和 12 年（2030 年）には 720 万人を、令和 22 年（2040 年）には 700 万人を下回

ることが予想されます。 

 また、15 歳から 64 歳までの生産年齢人口は、平成 12 年（2000 年）の約 501 万

人をピークに減少が続き、令和 12年（2030 年）には約 433万人、令和 22年（2040

年）には約 380万人まで減少する見通しです。 

 一方で、65歳以上の高齢者は、令和 12年（2030年）には約 206万人、令和 22

年（2040年）には約 230万人まで増加し、県民の 3人に 1人が高齢者となる見込

みです。 

 将来にわたって活力ある社会を維持するためには、外国人を含む多様な人が活躍

できる社会づくりが求められています。 

 

(２) 在留外国人4数の推移 

  本県における在留外国人数は、19万 8,235人（令和 2年（2020年）末）です。

これは、県人口の 2.7％に当たり、県民の約 37人に 1人が外国人という状況で

す。5年前の 13万 9,656人（平成 27年（2015年）末）と比べると、約 1.4倍に

増加しています。全国的に見ると、在留外国人数は都道府県で第 5位です。 

  また、国籍・地域は 162と幅広く、中国（74,826人（県内に在住する外国人の

37.7％を占める。））が最も多く、次いでベトナム（30,557人（15.4％））、フィリ

ピン（21,400人（10.8％））、韓国（15,778人（8.0％））、ブラジル（7,438人

（3.8％））となっています。 

  市町村別在留外国人数では、川口市が 39,300人と最も多く、次いでさいたま市

の 27,443人、川越市の 8,970人、草加市の 7,909人、戸田市の 7,621人となって

います。住民に対する外国人の割合は、蕨市が 10.2％と最も多く、次いで川口市

が 6.6％、戸田市が 5.4％、八潮市が 4.3％、上里町が 4.1％です。 

  さらに、在留外国人の年齢構成を見ると圧倒的に若年者が多く、60代以上が

6.6％であるのに対し、30代以下が 67.2％と 3分の 2以上を占めています。特に

20代は 5年前と比較して 2万 1千人以上増加しており、在留外国人全体における

比率は 29.0％となっています。 

  県内の在留外国人が増加する中で、国籍の多様化や居住地域ごとの人数の多

                                                   
4 在留外国人（在留管理制度） 

 「出入国管理及び難民認定法」（入管法）に定められた在留資格をもって日本に中長期間在留

する外国人。 
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寡、年齢構成等にも留意する必要があります。 

 

 

〔在留外国人数（令和 2年末 県内上位 10位）〕 

                                                       (単位 人)  

     平成 27年末 令和 2年末 増減数 

中国 55,716(39.9%) 74,826 (37.7%) +19,110 

ベトナム 11,221( 8.0%) 30,557 (15.4%) +19,336 

フィリピン 17,820(12.8%) 21,400 (10.8%) +3,580 

韓国 15,548(11.1%) 15,778 ( 8.0%) +230 

ブラジル 7,101(5.1%) 7,438 ( 3.8%) +337 

ネパール 2,862(2.0%) 7,012 ( 3.5%) +4,150 

タイ 2,847(2.0%) 3,534 ( 1.8%) +687 

インドネシア 1,614(1.2%) 3,420 ( 1.7%) +1,806 

ペルー 3,558(2.5%) 3,370 ( 1.7%) -188 

台湾 2,937(2.1%) 3,154 ( 1.6%) +217 

その他 18,432(13.2%) 27,746 (14.0%) +9,314 

合計 139,656(100.0%)    198,235(100.0%) +58,579 

出典：出入国在留管理庁在留外国人統計から埼玉県作成 

 

 

〔主な国籍別在留外国人数（令和 2年末 県内上位 5位）〕 

                                                       (単位 人)  

出典：出入国在留管理庁在留外国人統計から埼玉県作成 

  

中 国 ベトナム フィリピン 韓国 

川口市 22,651 川口市 4,241 川口市 2,615 さいたま市 3,105 

さいたま市 11,312 さいたま市 3,957 さいたま市 2,302 川口市 2,809 

蕨市 4,957 川越市 1,939 草加市 1,250 草加市 1,079 

戸田市 3,853 三郷市 1,111 越谷市  989 越谷市 734 

川越市 2,613 戸田市 1,055 川越市 888 戸田市 715 
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〔年代別在留外国人数・割合：令和 2年末〕 

（単位：人） 

  平成 27年末 令和 2年末 割合の 

増減 年代 人数 割合 人数 割合 

～19歳 20,340 14.6% 26,975 13.6% -1.0 

20～29歳 35,993 25.8% 57,390 29.0% 3.2 

30～39歳 34,147 24.5% 48,906 24.7% 0.2 

40～49歳 25,211 18.1% 29,523 14.9% -3.2 

50～59歳 15,632 11.2% 22,345 11.3% 0.1 

60～69歳 5,879 4.2% 9,324 4.7% 0.5 

70～79歳 1,798 1.3% 2,833 1.4% 0.1 

80歳～ 656 0.5% 939 0.5% 0.0 

  139,656 100.0% 198,235 100.0%   

出典：出入国在留管理庁在留外国人統計から埼玉県作成 



- 5 - 

(３) 在留資格の多様化  

  県内で永住者5等、身分・地位に基づく在留資格を持つ人は令和 2 年（2020 年）

末で 92,020 人であり、これは 5 年前（平成 27 年（2015 年）末）の総数 77,774 人

に比べて実数は増加しているものの、在留外国人総数に占める割合は縮小していま

す。 

  一方、5年前と比較し、技能実習の在留資格を持つ外国人は約 2.4倍、技術･人文

知識･国際業務の在留資格を持つ外国人は、約 2.2 倍となっています。さらに、平

成 31年（2019年）には特定技能6の在留資格が創設されました。 

  在留資格が多様化する中、在留資格ごとの状況に配慮する必要があります。 

 

〔在留資格の多様化の傾向（埼玉県）〕 

（単位 人） 

在留資格 
平成 27年末 令和 2年末 

人数 割合（％） 人数 割合（％） 

身分・地位に基づく在留資格 77,774 55.7 92,020 46.4 

  

内訳 

永住者 54,201 38.8  64,388 32.5 

  日本人の配偶者等 10,041 7.2  10,295 5.2 

  永住者の配偶者等 2,645 1.9  4,562 2.3 

    定住者7 10,887 7.8  12,775 6.4 

特別永住者 9,049 6.5  8,412 4.2 

家族滞在 11,321 8.1 19,407 9.8 

技能実習 8,021 5.7 18,855 9.5 

技術・人文知識・国際業務 10,304 7.4 22,546 11.4 

留学 14,119 10.1 17,629 8.9 

特定技能 - - 788 0.4 

その他 9,068 6.5  18,578 9.4 

在留外国人総数 139,656 100.0 198,235 100.0 

出典：出入国在留管理庁在留外国人統計から埼玉県作成 

  

                                                   
5 永住者 

 法務大臣が永住を認める者。永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により日本に

在留することになり、在留活動、在留期間のいずれも制限されない。  
6 特定技能 

 平成 31 年（2019 年）4 月から新設された在留資格。人手不足が深刻な産業分野において、一

定の専門性・技能を有する外国人の「特定技能」資格での受入れが可能となった。 
7 定住者 

 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間（5 年、3 年、1 年等）を指定して居住を認め

る者であり、日系 3 世、中国残留邦人などがこれに該当する。 
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(４) 日本語指導が必要な児童生徒8 

  日本語指導が必要な県内の外国人及び日本人の児童生徒は、平成 30 年度（2018

年度）の文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」で

は 2,706人となっています。これは前回の平成 28年度（2016年度）の調査より 403

人多く、17.5％増加しています。 

  外国人児童生徒等を含めた全ての子供たちが健全に成長し、社会で活躍するた

めには、コミュニケーションの基本的な土台である日本語能力を身に付けること

が不可欠です。 

 

(５) 多様性と包摂性のある社会への動き 

  平成 27年（2015年）に開催された国連サミットで、「持続可能な開発目標（Ｓ

ＤＧｓ9）」を中核とする「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」が採択され

ました。 

  国では平成 28年（2016年）に「ＳＤＧｓ実施指針」を決定したほか、ＳＤＧｓ

の基本的理念である「誰一人取り残さない」というキーワードで表現される「包

摂性」を国の優先課題に取り組む際の主要原則の一つとして、分野を問わず適用

することとしています。 

  本県が目指す「日本一暮らしやすい埼玉」とは、外国人住民を含め「あらゆる

人に居場所があり、活躍でき、安心して暮らせる社会」です。これは「誰一人取

り残さない」ことを掲げるＳＤＧｓの基本理念に通じるものです。 

  本プランにおいても埼玉県５か年計画と同様に、ＳＤＧｓの基本理念を踏まえ

て施策の展開を図ります。 

 

(６) デジタル化の進展 

  社会全体で更なるデジタル化が進み、関連技術が浸透すれば、新しいサービス

や価値が生み出される「デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）10」が実現し

ます。産業構造や働き方・暮らし方などに大きな変革をもたらし、生活をより便

利で豊かに変えるとともに、社会課題を解決に導くことが期待されます。 

                                                   
8 日本語指導が必要な児童生徒 

 「日本語で日常会話が十分にできない児童生徒」及び「日常会話ができても、学年相当の学習

言語が不足し、学習活動への参加に支障が生じており、日本語指導が必要な児童生徒」を指す。 
9 ＳＤＧｓ 

 Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略。2015 年 9 月の国連サミット

で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された，2030 年までに持続

可能でよりよい世界を目指す国際目標。17 のゴール・169 のターゲットから構成され、地球上

の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っている。 
10 デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ） 

 様々なモノやサービスがデジタル化により便利になったり効率化されたりし、その結果デジタ

ル技術が社会に浸透することで、それまでには実現できなかった新たなサービスや価値が生まれ

る社会やサービスの変革を意味する。 
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  外国人住民への情報提供やコミュニケーションにおいても、保有率の高いスマ

ートフォン等を活用することで、効率化や双方向のやりとりの円滑化を図り、暮

らしやすさを高めることができます。 

 

(７) 自然災害の激甚化等 

  我が国は、地形や気象などの自然的条件から、各種の災害が発生しやすい特性

を有しています。とりわけ、地震は各地で頻発しており、本県においても大きな

被害が生じる可能性があります。 

  また、近年は１時間降水量 50mm以上の短時間強雨が相次いでおり、本県も令和

元年台風第 19号の影響による記録的な大雨により、甚大な人的・住家損害を被り

ました。地球温暖化や気候変動に伴う気象災害が今後さらに増加、激甚化するこ

とが予測されています。 

  こうした中、県は災害に遭遇した経験や教訓などを蓄積し、将来起こり得るリ

スクに備え、外国人住民にも防災の意識を促すとともに、発災時には迅速かつ適

切な情報提供を行う必要があります。 

 

(８) 新型コロナウイルス感染症の影響 

  新型コロナウイルス感染症の世界的流行は、海外との往来を困難にするととも

に、生活様式、教育・医療・交通等の公共サービス、産業分野におけるサプライ

チェーンを始めとした、私たちの日常と経済社会活動に多大な影響を与えまし

た。この感染症の影響が長期化する中で、出入国制限措置が講じられたことや雇

用状況の悪化などのため、外国人住民の生活にも影響が及んでいます。 

  新型コロナウイルス感染症の流行により、外国人住民が必要な情報を得ること

の重要性が浮き彫りになりました。今後起こり得る災禍においても、外国人住民

の状況に配慮し、適切に情報を届けることが必要です。 

 

(９) 国における多文化共生施策の変遷 

  国は、国内で就労・生活する外国人について、社会の一員として受け入れると

ともに、日本人と同様の公共サービスを享受し生活できるような環境を整備する

ため「『生活者としての外国人』に関する総合的対応策」（平成 18年（2006年）12

月）等を策定し、諸施策を実施してきました。 

  また、平成 24年（2012年）の住民基本台帳法の改正施行により、外国人が住民

基本台帳に登録されることとなり、住民の利便の増進等を目的とする同制度の対

象に外国人が含まれることが明確になりました。 

  さらに、「特定技能」の在留資格創設を踏まえて、外国人材の受入れ・共生のた

めの取組を包括的に推進していく観点から、平成 30年（2018年）に、「外国人材

の受入れ・共生のための総合的対応策」を策定し、①外国人との共生社会の実現

に向けた意見聴取・啓発活動等、②生活者としての外国人に対する支援、③外国

人材の適正・円滑な受入れの促進に向けた取組及び④新たな在留管理体制の構築

等の施策を実施することとしています。 
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  国は、令和 2年（2020年）の「地域における多文化共生推進プラン（改訂）」

（総務省策定）等において、都道府県に、地域の実情に応じて、多文化共生の推

進に関する指針・計画を策定した上で、必要な施策を着実に推進することを求め

ています。 

  県は、こうした国の動向を踏まえ、国の交付金の活用等を含め適切に国と連携

し、地域の実情に応じた施策の推進を図ります。 

 

６ プラン策定の視点 

 本プランにおいては、新たな課題を見据えて、次の３つの視点を反映させた取組を

進めます。 

 

(１) ＳＤＧｓと一体的に進める多文化共生 

  プランで目指す将来像として掲げる「誰もが主役の多文化共生社会」は「持続

可能で誰一人取り残さない社会」の実現を理念とするＳＤＧｓに包含されるもの

です。日本人住民、外国人住民を問わず、健康や福祉の享受、質の高い教育への

アクセスなどが保証されることが、県民が将来にわたって住み続けられるまちづ

くりにもつながります。 

  また、外国人住民等の相対的に脆弱な立場にある人の人権への配慮は、ＳＤＧ

ｓ１７ゴールの一つである「平和と公正をすべての人に（ゴール１６）」に関わる

社会の礎です。 

  ＳＤＧｓのゴールは相互に関連しています。直面するそれぞれの課題の解決を

目指して歩みを進めることが、全ての県民にとってより良い未来に近づくことに

なります。 

  県は、各施策について、ＳＤＧｓの基本理念やゴールをリンクさせ推進しま

す。 

 

(２) 外国人住民の活躍の基盤づくり 

  日本一暮らしやすい埼玉の実現に向けて、外国人住民が日本人住民と同様に活

躍できるという認識を持ち、地域の行事や防災活動、また、他の外国人支援の担

い手としてその能力を十分発揮できる機会を広げることが重要です。外国人住民

が支援する側となり、頼られることで、地域に溶け込みやすくなります。 

  また、外国人住民ならではの視点を生かして地域に貢献することなどにより、自

らの役割を再認識し、新たな気づきを得ることにもつながります。 

  県は、こうした活動が円滑に行われるよう、外国人住民の日本語学習の支援等を

進めるとともに、企業や地域の団体等に働き掛け、活躍の場を増やしていきます。 

 

(３) 日本人住民と外国人住民の協働 

  外国人住民の多国籍化や在留資格の多様化が進む中、日本人と外国人という区別

をするのではなく、一人一人を地域の住民として受け入れることが当然のことにな

りつつあります。外国人住民との接点を持つことが日常となる中で、日本人住民の
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側も多文化共生を適切に理解することが重要です。 

  県は、日本人住民にやさしい日本語の学習機会や外国文化に触れる機会などを提

供することにより、外国人支援の垣根を低くするとともに、日本人住民と外国人住

民の協働のきっかけにつなげます。 
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１ 目指す将来像 

県の総合計画である「埼玉県５か年計画 ～日本一暮らしやすい埼玉へ～ 」

では、県の目指す将来像として、「安心・安全の追究」、「誰もが輝く社会」及び「持

続可能な成長」を掲げています。 

  この将来像の実現に向けて、高齢者や女性など年齢・性別を問わず誰もが意欲と

能力に応じて活躍できる環境づくりや外国人を含む多様な主体・世代の共生を進め

ることが必要です。 

  こうした状況を踏まえ、本県では、日本人住民と外国人住民が互いの文化的な違

いを認め合い、地域社会の担い手として全ての人が力を発揮できる「誰もが主役の

多文化共生社会」の実現を目指します。 

２ 基本目標 

  県は、県民誰もが主役になることができる多文化共生社会を目指し、日本人住民と

外国人住民がお互いの立場を理解するとともに、ひとしく必要な情報を得て安心し、

暮らしやすさを実感できる地域づくりを進めます。 

  また、日本人住民と外国人住民がそれぞれの個性と能力を十分に発揮して活躍でき

る環境の中で、地域を支える意欲を育み、県の活性化につながるような機会を充実さ

せていきます。  

３ 基本指標 

 外国人住民を地域で共に生活する社会の一員と捉え、抱えている課題を共有し、

解決に向けて取り組むことは、県民全体に利益をもたらすものです。 

 県は、県民が主体的に多文化共生を推進する社会を目指し、人材の育成を進めま

す。 

  

Ⅱ プランの内容 

 

 

基本目標     日本人住民、外国人住民が共に 

日本一暮らしやすい SAITAMAづくり 

基本指標     多文化共生を推進する人材の育成数 

目標値   ５，０００人（令和４年度～令和８年度の累計) 

 

 

 

目指す将来像 

誰もが主役の多文化共生社会 
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４ 施策体系  

大分類 中分類 小分類

 

（２）　日本語教育の推進

①　地域における日本語教育の推進

②　専門分野の外国人材への日本語学習支援

（３）　外国人児童生徒への
     教育支援

①　就学状況の把握及び就学や幼児教育等に関する情報
提供

②　防災対策・災害時の支援

③　医療・保健サービスにおける環境整備

④　福祉サービスにおける環境整備

⑤　住宅確保の支援

⑥　防犯・交通安全対策の推進

１
　
誰
も
が
暮
ら
し
や
す
い
地
域
づ
く
り

（１）　地域で暮らすための情報
     提供

①　多言語による情報提供

②　外国人住民の相談窓口等の運営

③　デジタル技術の活用による情報提供・コミュニケーショ
ン機能等の強化

②　外国人児童生徒への日本語学習及び生活支援

③　進路指導・キャリア教育

④　多文化共生の考え方に基づく教育の推進

（４）　安心・安全な暮らしの
　　確保

①　就業・起業支援

４ 施策体系
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大分類 中分類 小分類

④　就業・起業支援（再掲）

⑤　外国人住民の意見を地域の施策に反映させる機会の
拡充

⑥　外国人住民の地域社会への参画支援

⑦　外国人コミュニティへの支援

（２）　多文化共生の場づくり

３
　
認
め
合
い
共
に
生
き
る

地
域
づ
く
り

（１）　多文化共生の理解促進

①　日本人住民等に対する多文化共生の意識啓発

②　不当な差別的言動等の解消

（２）　多文化共生の場づくり
（再掲）

２
　
外
国
人
が
活
躍
で
き
る
地
域
づ
く
り

（１）　外国人住民の社会参画
     支援

①　地域に根差した取組の促進

②　県民と留学生等の交流支援

③　留学生の県内企業への就職支援

①　地域住民がつながる場づくり（再掲）

②　多文化共生への理解を深める行事等の開催（再掲）

（３）　共に県民の一人として
     協働する活動の促進

①　優れた取組等の発信

②　日本人と外国人が協働して取り組む地域活性化の推進

①　地域住民がつながる場づくり

②　多文化共生への理解を深める行事等の開催

（３）　外国人住民が担う地域
     活性化の推進

①　外国人住民による県の魅力の発信

②　外国人住民による地域貢献の機会の拡充
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５ 多文化共生推進施策の展開 

 

 

 

 

 

 

 教育、就労、防災、医療、福祉、住宅など、行政サービスや生活に関する様々な情

報を、やさしい日本語や多言語により提供し、外国人住民を含む全ての県民が安心・

安全に生活できるよう支援します。 

 生活に浸透しつつあるデジタル技術を、分かりやすい情報の伝達や相談対応におけ

る円滑なコミュニケーション、日本語教育の分野等で効果的に活用します。 

 また、我が国においては、日本語がコミュニケーションに使われる基本言語である

ことから、外国人住民が日本語学習の必要性を理解して自ら学習するよう促すととも

に、自立して生活できるよう学習機会の提供を促進します。 

   

(１) 地域で暮らすための情報提供 

  日本語能力が十分でない人を含め誰でも必要な情報が得られるよう、やさしい日

本語や多言語による情報提供を推進します。多言語化に当たり、通訳の配置のほか、

デジタル技術を活用した電話・映像通訳、多言語翻訳アプリ等の活用を進めます。 

  また、多言語による相談窓口を設置し、地域で安心して暮らせるよう相談・情報

提供の体制を整備します。 

 

① 多言語による情報提供 

 日本での一般的な生活情報や行政サービスの利用について、外国人住民に分か

りやすく伝えます。地域の生活ルールを理解するためのガイドを提供するほか、

外国人住民の問合せに多言語で対応します。 

 また、外国人住民が、地域の住民とコミュニケーションを取りやすくなる環境

づくりを推進します。 

  

 

誰もが暮らしやすい地域づくり 

基本施策１ 

 



- 14 - 

 

 

 担当課所：行政・デジタル改革課、税務課、管財課、国際課、観光課、 

      生涯学習推進課、県立図書館、運転免許試験課 

主な取組 

・ 県民向け問合せ自動応答システム「埼玉コンシェルジュ」の多言語対応 

・ 福祉事務所等地域機関における音声翻訳システムの導入 

・ 「外国人の生活ガイド」の作成 

・ 県ホームページへの多言語情報掲載 

・ 外国人親子と地域住民とのつながりづくりの支援 

・ 自動車税の課税や納税に関する情報の多言語化 

・ 県庁舎内案内板の多言語化 

・ 外国語指導助手11等の配置 

・ やさしい日本語の普及促進 

・ 多文化共生キーパーソン12を活用した外国人への支援 

・ 観光マップの多言語化 

・ 図書館サービスに関する情報提供の多言語化 

・ 運転免許学科試験の多言語化 

 

② 外国人住民の相談窓口等の運営 

 多言語による相談窓口等を設置し、生活相談のほか、入管相談、労働相談、法

律相談や福祉相談などの専門相談に対応します。 

 担当課所：国際課 

主な取組 

・ 外国人総合相談センター埼玉の運営 

 

③ デジタル技術の活用による情報提供・コミュニケーション機能等の強化 

 デジタル技術を活用し、外国人住民との円滑なコミュニケーションを可能にす

る環境を整備するとともに、行政サービスを多言語で提供します。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
11 外国語指導助手 

 「語学指導等を行う外国青年招致事業（JET プログラム）」により、主に学校、または教育委

員会に配属された外国青年。日本人外国語担当教員の助手として外国語授業に携わり、教育教材

の準備や英語研究会のような課外活動などに従事。地域の外国語教育の普及と、国際化の推進の

役割を担う。 
12 多文化共生キーパーソン 

 外国人住民と県や市町村などとの橋渡しを担う。地域の多文化共生を推進するため、行政情報

などを外国人住民に提供するなど、生活相談に応じている。 
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 担当課所：行政・デジタル改革課、情報システム戦略課、感染症対策課、観光課 

主な取組 

・ 県民向け問合せ自動応答システム「埼玉コンシェルジュ」の多言語対応

（再掲） 

・ 福祉事務所等地域機関における音声翻訳システムの導入（再掲） 

・ 県ホームページの機械翻訳等による多言語対応 

・ 医療通訳映像システムの導入による感染症まん延防止のための調査・指導 

・ 観光マップの多言語化（再掲） 

 

 

(２) 日本語教育の推進 

  令和元年（2019年）の「日本語教育の推進に関する法律」の施行を受け、県では

令和３年（2021年）７月に、県内の実情に応じた日本語教育を推進するため「埼玉

県日本語教育の推進に関する基本的な方針」を策定しました。 

  令和２年度外国人住民意識調査において、日本語の学習意向について聞いたとこ

ろ、回答者の 76％が、「学びたい」と答えています。県は外国人住民がより暮らし

やすくなるよう、関係機関や企業等と連携して日本語学習支援に取り組みます。 

 

① 地域における日本語教育の推進 

 県内では、多数の日本語教室がＮＧＯ13や個人により運営されています。県は、

日本語教室の実態調査を行い、地域における日本語教育の課題を把握するととも

に、教材作成や人材育成研修などを通じて地域の日本語教室の運営基盤の強化を

図ります。 

 また、日本語教室が存在しない地域における日本語教室の設置に向けた取組を

支援します。 

 担当課所：国際課、小中学校人事課 

主な取組 

・ 日本語教室の実態調査の実施 

・ ＮＧＯと連携した日本語教室開催情報の提供 

・ 教材の提供や人材育成等を通じた日本語教室の支援 

・ 外国人住民の協力による日本語学習支援 

・ 学齢を超過している外国人住民が参加できる夜間学級の運営支援 

 

② 専門分野の外国人材への日本語学習支援 

 医療や福祉等の分野で活躍が期待される外国人材が、技能の習得や活用に必要

な日本語を身に付けられるよう支援します。 

  

                                                   
13 ＮＧＯ 

 貧困、飢餓、環境など、世界的な問題に対して、政府や国際機関とは違う民間の立場から、国

境や民族、宗教の壁を越え、利益を目的とせずにこれらの問題に取り組む団体（非政府組織）。 
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担当課所：社会福祉課、医療人材課 

主な取組 

・ 外国人介護福祉士候補者の日本語習得に向けた支援 

・ 外国人看護師候補者の日本語習得に向けた支援 

 

 

(３) 外国人児童生徒への教育支援 

 外国人児童生徒の指導に際しては、就学状況の把握、学校生活や地域社会への適

応、日本語の習得、教科の学習など様々な配慮が必要です。 

 外国人の保護者に対し日本の教育制度の周知と就学の促進を働き掛けるととも

に、外国人児童生徒への教育の充実を図ります。 

 また、日本人・外国人にかかわらず全ての児童生徒が、誰もが国際社会の一員で

あることを学ぶことで、多文化共生への理解を進めます。 

 

① 就学状況の把握及び就学や幼児教育等に関する情報提供 

 外国人住民の子供への教育機会の確保に向けて就学状況の把握に努めます。外

国人の子供が就学の機会を逸することのないよう、市町村や市町村教育委員会と

連携し、就学の促進に取り組みます。外国人住民が市町村で手続を行う機会を捉

え、小中学校への入学や関連する手続及び就学援助、その他学校制度全般につい

て、多言語での周知や分かりやすい説明を行います。 

 担当課所：学事課、国際課、高校教育指導課、小中学校人事課、義務教育指導課、 

      生涯学習推進課 

主な取組 

・ 外国人を含む保護者への幼児教育制度の周知 

・ 日本語を母語としない子供と保護者を対象にした高校進学説明・相談会の

実施 

・ 高等教育の修学支援制度の周知 

・ 帰国児童生徒等支援アドバイザーの配置 

・ 外国人親子と地域住民とのつながりづくりの支援（再掲） 

・ 公立幼稚園新規採用者を対象とした教育的配慮に関する研修 

・ 国が実施する調査への協力を通じた県内の外国人の子供の就学状況等の把

握 

 

② 外国人児童生徒への日本語学習及び生活支援 

 市町村の小中学校に帰国児童生徒等支援アドバイザーを派遣し、外国人児童生

徒等の学習支援・生活相談体制の充実を図ります。 

 また、学校管理職や日本語指導担当教員等を対象に、外国人児童生徒等の指導

方法に関する研修を実施します。 

 さらに、市町村教育委員会と連携し、日本語指導教員を配置して、外国人児童
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生徒が授業内容を理解するために必要な日本語を身に付けられるよう支援します。

担当課所：高校教育指導課、小中学校人事課、義務教育指導課 

主な取組 

・ 外国人生徒が多く在籍する県立学校への多文化共生推進員14の配置 

・ 公立小中学校への日本語指導対応のための教員の配置 

・ 帰国児童生徒等支援アドバイザーの配置（再掲） 

・ 教員を対象とした日本語指導についての講習会の実施 

 

③ 進路指導・キャリア教育 

 日本語を母語としない中学生が卒業後の進路を適切に選択できるよう、保護者

も参加できる高校進学説明会や相談会の開催などにより進学を支援します。 

 また、県立高校入試における外国人特別選抜15を一部の高校で実施し、外国人生

徒の就学の機会を広げるとともに、多文化共生推進員配置校において、推進員に

よる進路相談を実施します。 

 担当課所：国際課、高校教育指導課 

主な取組 

・ 日本語を母語としない子供と保護者を対象にした高校進学説明・相談会の実

施（再掲） 

・ 外国人特別選抜の実施 

・ 外国人生徒が多く在籍する県立学校への多文化共生推進員の配置（再掲） 

 

④ 多文化共生の考え方に基づく教育の推進 

 外国人生徒が多く在籍する県立高校に多文化共生推進員を配置し、外国人生徒

への日本語指導、適応指導、教育相談などを実施するとともに、外国人生徒と日

本人生徒との相互理解を深めます。 

 また、日本人と外国人が互いに理解し認め合う多文化共生の視点を取り入れた

教員向けの研修を実施します。 

担当課所：高校教育指導課、小中学校人事課、義務教育指導課 

主な取組 

・ 外国人生徒が多く在籍する県立学校への多文化共生推進員の配置（再掲） 

・ 外国語指導助手等の配置（再掲） 

・ 国際理解教育に関する教員研修の実施 

・ 学齢を超過している外国人住民が参加できる夜間学級の運営支援（再掲） 

 

 

                                                   
14 多文化共生推進員 

 日本語指導が必要な生徒が多く在籍する県立高校に配置され、帰国・外国人生徒等に対する適

応指導や日本語指導、教育相談等を担う。 
15 外国人特別選抜 

 高校入試における入試制度の一つであり、日本にいる期間が短い外国人のための試験。 
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(４) 安心・安全な暮らしの確保 

 外国人住民が孤立することなく、地域社会を構成する一員として安心して暮らせ

るよう、日本の生活における支援についての情報提供を行うとともに、地域で活躍

できるよう支援します。 

 

① 就業・起業支援 

 外国人の就業機会を確保するため、関係機関と連携して就業支援を行います。 

 また、県内で就業する外国人材を円滑かつ適切に受け入れるため、関係機関等

と連携して、地域の企業に制度を周知します。 

 さらに、起業意欲のある外国人住民が、地域経済の特徴や外国人ならではの発

想を生かし、起業家として地域で活躍できるよう支援します。 

 担当課所：社会福祉課、医療人材課、産業支援課、雇用労働課、人材活躍支援課、 

      産業人材育成課 

主な取組 

・ 外国人介護福祉士候補者の日本語習得に向けた支援（再掲） 

・ 外国人看護師候補者の日本語習得に向けた支援（再掲） 

・ 創業・ベンチャー支援 

・ 労働相談事業 

・ 就職支援セミナーの開催 

・ 求職者を対象とした職業訓練の実施 

・ 外国人留学生を対象とした企業説明会の開催 

・ 関係機関等と連携した外国人材受入制度等の周知 

・ 中小企業の従業員を対象とした職業訓練の実施 

 

② 防災対策・災害時の支援 

 外国人住民の増加に伴い、災害等発生時に被災する外国人の増加も見込まれま

す。外国人住民への平常時からの防災情報の周知及び災害発生時における避難指

示や被災者の生活支援等の情報提供の重要性が増しています。 

 平常時から多言語にて防災情報の周知を図るとともに、災害時には、ホームペ

ージやＳＮＳ等により多言語での情報発信を実施します。 

 大規模災害発生時には、災害時多言語情報センターを設置し、県内における外

国人の被災状況の確認や情報提供、災害ボランティアの派遣を行います。 
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 担当課所等：国際課、危機管理課、災害対策課、（公財）埼玉県国際交流協会 

主な取組 

・ 災害ボランティア派遣体制の整備 

・ 外国人が参加できる防災訓練情報の提供 

・ 外国人が利用しやすい災害関連情報の発信 

・ 「避難所会話セット16」の作成 

・ 災害時多言語情報センターの設置 

・ 国の「災害時外国人支援情報コーディネーター養成研修」への市町村職員

等の派遣 

・ 多言語による防災ハンドブックの作成 

・ 災害時におけるやさしい日本語での情報発信 

・ 「国民保護に関する埼玉県計画」に基づく外国人住民の安全確保に関する

市町村への助言 

 

③ 医療・保健サービスにおける環境整備 

 県内医療機関等からの派遣要請に応え、通訳ボランティアを派遣します。  

 また、外国語が通じる医療機関の情報を県ホームページ等で周知するととも

に、医療機関における文書等の多言語化を図ります。 

 さらに、感染症のまん延を防止するため、外国人住民向けに、多言語で感染症

に関する情報を提供し、相談窓口を整備します。 

 担当課所等：国際課、感染症対策課、医療整備課、（公財）埼玉県国際交流協会 

主な取組 

・ 外国人総合相談センター埼玉の運営（再掲） 

・ 県内医療機関等への通訳ボランティアの派遣 

・ 医療機関等を中心とする協議会による外国人患者の受入環境の整備 

・ 県ホームページにおける外国語で受診できる医療機関・薬局等の案内 

・ 医療通訳映像システムの導入による感染症まん延防止のための調査・指導

（再掲） 

 

④ 福祉サービスにおける環境整備 

 外国人住民が福祉サービスを適切に利用できるよう、通訳派遣による多言語対応

を行います。 

  

                                                   
16 避難所会話セット 

 震災等が発生した場合、各避難所に通訳ボランティアが到着するまでに、数日を要することが

予想される。避難所会話セットは、支援活動が本格化するまでの間に、避難所の職員と外国人被

災者が、簡単な意思疎通ができるようにするための会話集である。 
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 担当課所等：男女共同参画課、少子政策課、健康長寿課 

       （公財）埼玉県国際交流協会 

主な取組 

・ 県内医療機関等への通訳ボランティアの派遣（再掲） 

・ 外国人ＤＶ被害を支援する民間団体などへの通訳派遣 

・ 子育て支援に係る多言語化に取り組む市町村への補助 

 

⑤ 住宅確保の支援 

 外国人住民が住まい探しをする際、日本語が十分理解できないために円滑に契約

が進まない場合があります。 

 県では、県営住宅に関する情報、民間賃貸住宅の借り方や地域の生活ルールに関

する情報を多言語で外国人住民に提供するとともに、県営住宅の入居者や入居を希

望する外国人からの相談に多言語で対応します。 

 また、外国人等の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するた

め、住民に身近な市町村が主体的に取り組んでいけるよう、居住支援策の情報提供

や賃貸住宅供給促進計画の策定に向けた支援を行います。 

 担当課所：国際課、建築安全課、住宅課 

主な取組 

・ ホームページや冊子による住まいに関する多言語情報の提供 

・ 宅地建物取引業者への意識啓発 

・ 多言語による県営住宅の入居者募集などの情報提供 

・ 外国人等の住まい探しに協力する不動産仲介業者「あんしん賃貸住まいサ

ポート店」の登録推進 

・ 埼玉県住まい安心支援ネットワークの運営支援 

・ 県営住宅に入居している外国人住民等からの相談への多言語対応 

・ 住宅確保要配慮者の入居を拒まないセーフティネット住宅の普及促進 

・ 住まい探しの協力をする居住支援法人の指定促進 

 

⑥ 防犯・交通安全対策の推進 

 安心・安全に暮らすために、交通安全情報の提供や、犯罪に巻き込まれないため

の啓発活動を推進します。  
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 担当課所：防犯・交通安全課、生活安全総務課、少年課、サイバー犯罪対策課、 

      交通総務課、国際捜査課 

主な取組 

・ 多言語による交通安全の普及・啓発 

・ 多言語による防犯対策の普及・啓発 

・ 多言語による防犯情報や児童虐待に関する情報提供 

・ 多言語による犯罪関与防止講演の開催 

・ 外国人共生対策支援専門員17の採用 

・ 非行防止教室の開催 

 

 

  

                                                   
17 外国人共生対策支援専門員  

 使用言語で安全・安心を伝えるために警察本部に配置する専門員。 

 警察官が家庭などを訪問し、犯罪や事故の発生状況や、犯罪や事故の被害者とならないために

アドバイス等を行う巡回連絡の補助や、防犯、交通安全等の広報啓発活動時の通訳対応等を行

う。 
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 今後本県の人口が減少期に突入し、生産年齢人口の割合が更に減少する中で、外国

人住民の数は増加していくと予想されます。 

 これまでのような活力ある社会を維持していくためには、外国人住民が地域の中で

一方的に支えられる存在ではなく、社会を構成する一員であり、その能力を発揮して

社会を担う存在であるとの視点に立ち、地域づくりを進めることが重要です。 

 

(１) 外国人住民の社会参画支援  

 多様な国籍・民族・歴史的な背景を持つ外国人住民と日本人住民は、文化、価値

観、生活様式が異なる場合があります。その違いを互いに認め、それぞれの特性を

地域の活動に生かすことが重要です。 

 外国人住民の意見を施策へ反映させる仕組みづくりを進めるとともに、外国人住

民を地域の担い手として育成し、活躍につなげます。 

また、外国人住民が地域に溶け込み、積極的に地域社会に参画できるよう、地域

が一体となった取組を進めます。 

 

① 地域に根差した取組の促進 

 日本人住民と外国人住民とのコミュニケーションギャップ18を解消し、意思疎

通を円滑にすることは、外国人住民が地域で活躍するための前提になります。そ

こで、地域の実情を知る市町村や企業、ＮＧＯ等と連携し、地域住民の交流機会

を創出します。 

 また、外国人住民が犯罪に巻き込まれることを防止するため、外国人コミュニ

ティを対象とした防犯・交通安全等の広報啓発活動や巡回連絡を実施します。 

担当課所：生涯学習推進課、国際捜査課 

主な取組 

・ 外国人親子と地域住民とのつながりづくりの支援（再掲） 

・ 外国人コミュニティを対象とした広報啓発活動、巡回連絡 

 

② 県民と留学生等の交流支援 

 県国際交流協会や市町村、国際交流基金日本語国際センターと連携し、同セン

ターで研修を受講する海外日本語教師のホームステイをあっせんします。また、

県内大学で学ぶ外国人留学生にホームステイをあっせんし、県民との交流を深め

ます。  

                                                   
18 コミュニケーションギャップ 

 相互に理解しあうべきコミュニケーションで、その理解の仕方や価値観の相違、情報の不足な

どにより、食い違いがあること。 

 

外国人が活躍できる地域づくり 

基本施策２ 
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 担当課所：国際課 

主な取組 

・ 海外日本語教師のホームステイのあっせん 

・ 外国人留学生向けホームステイのあっせん 

 

③ 留学生の県内企業への就職支援  

 外国人留学生等を対象にインターンシップのマッチングや無料職業紹介を行い

ます。 

 また、介護福祉士養成施設に在学する留学生の日本語学習支援や、修学資金の

貸付、県内の病院で研修中の外国人看護師候補者の就労研修体制の充実等を図り

ます。 

担当課所：国際課、社会福祉課、医療人材課 

主な取組 

・ グローバル人材育成センター埼玉による就職支援 

・ 介護福祉士修学資金の貸付け 

・ 介護福祉士を目指す外国人留学生の日本語習得に向けた経済的支援 

・ 外国人看護師候補者の日本語習得に向けた支援（再掲） 

 

④ 就業・起業支援（再掲） 

 外国人の就業機会を確保するため、関係機関と連携して就業支援を行います。 

 また、県内で就業する外国人材を円滑かつ適切に受け入れるため、関係機関と

連携して、地域の企業に制度を周知します。 

 さらに、起業意欲のある外国人住民が、地域経済の特徴や外国人ならではの発

想を生かし、起業家として地域で活躍できるよう支援します。 

担当課所：社会福祉課、医療人材課、産業支援課、雇用労働課、人材活躍支援課、 

産業人材育成課 

主な取組 

・ 外国人介護福祉士候補者の日本語習得に向けた支援（再掲） 

・ 外国人看護師候補者の日本語習得に向けた支援（再掲） 

・ 創業・ベンチャー支援（再掲） 

・ 労働相談事業（再掲） 

・ 就職支援セミナーの開催（再掲） 

・ 求職者を対象とした職業訓練の実施（再掲） 

・ 外国人留学生を対象とした企業説明会の開催（再掲） 

・ 関係機関等と連携した外国人材受入制度等の周知（再掲） 

・ 中小企業の従業員を対象とした職業訓練の実施（再掲） 

 

⑤ 外国人住民の意見を地域の施策に反映させる機会の拡充 

 有識者会議等への外国人住民の参加を促進し、県の施策に外国人住民の意見を

反映させることができる機会を拡充します。 
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 また、日本語が堪能な外国人住民等に多文化共生キーパーソンを委嘱し、行政

情報の伝達や地域の生活ルールの周知、地域の外国人住民の意見の把握などを行

います。 

担当課所：県民広聴課、国際課、南部地域振興センター 

主な取組 

・ 地域の外国人住民の行政に対する意見を聴く場の創出 

・ 多言語による「知事への提案」の実施 

・ 外国人住民意識調査の実施 

・ 外国人住民等への多文化共生キーパーソンの委嘱 

・ 外国人住民への有識者会議委員等の委嘱 

・ 外国人住民の視点による地域資源の発掘、魅力発信等 

・ 災害時における外国人住民の要望の把握 

 

⑥ 外国人住民の地域社会への参画支援 

 外国人留学生による出前講座など、外国人住民の地域社会への参画を促進しま

す。また、外国人子育て世帯等が地域とつながる取組を推進します。 

 担当課所等：共助社会づくり課、国際課、生涯学習推進課、 

       （公財）埼玉県国際交流協会 

主な取組 

・ 外国人留学生による子ども食堂や放課後児童クラブ等への出前講座の実施 

・ 外国人住民等への多文化共生キーパーソンの委嘱（再掲） 

・ 県内医療機関等への通訳ボランティアの派遣（再掲）  

・ 外国人親子と地域住民とのつながりづくりの支援（再掲） 

・ 外国人住民の協力による日本語学習支援（再掲） 

・ 外国人支援等を行うＮＰＯ19やボランティアの活動支援 

 

⑦ 外国人コミュニティへの支援 

 地域の外国人コミュニティの主導的な立場にある人物や外国人住民のネットワ

ークを支援します。  

 災害時等において、外国人住民が支援する側に加わることにより、支援を受け

る外国人住民のニーズに合ったサービスの提供が可能になります。地域でこうし

た役割を担う外国人住民の育成を図ります。 

 また、やさしい日本語の普及を進め、外国人との意思疎通の円滑化を図ります。 

 

 

 

 

                                                   
19 ＮＰＯ 

 市民が主体となって継続的、自発的に社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体で、特定

非営利活動法人（ＮＰＯ法人）及び市民活動団体やボランティア団体などの任意団体。 



- 25 - 

 

 

 

担当課所等：国際課、（公財）埼玉県国際交流協会 

主な取組 

・ 多文化共生キーパーソンを活用した外国人コミュニティの支援 

・ やさしい日本語の普及促進（再掲） 

・ 県内の外国人コミュニティを支援するＮＧＯ等への支援 

 

 

(２) 多文化共生の場づくり 

 令和３年度外国人住民意識調査において「外国人住民が暮らしやすい地域にする

ために自分自身が何をしたいと思うか」を聞いたところ、回答者の 62.6％が、「日

本の文化・生活習慣を理解するよう努める」と答えています。 

 また、令和２年度（2020年度）の同調査で県への要望を聞いたところ、回答者の

43.0％が、「日本語や日本文化を学ぶ機会を充実させる」と答えました。 

 同じ地域で暮らす日本人住民と外国人住民が、顔の見える関係を築き、理解を深

める場を作ります。 

 

① 地域住民がつながる場づくり 

 地域の日本人住民と外国人住民が相互に交流し、多文化共生に関する理解を深

める場づくりを推進します。 

 担当課所等：国際課、生涯学習推進課、（公財）埼玉県国際交流協会 

主な取組 

・ 県内高校生の日本語学習支援ボランティア体験 

・ 外国人留学生による子ども食堂や放課後児童クラブ等への出前講座の実施

（再掲） 

・ 外国人親子と地域住民とのつながりづくりの支援（再掲） 

・ 外国人住民による母国文化紹介授業の実施 

 

② 多文化共生への理解を深める行事等の開催 

 外国人住民の母国の文化や日本文化等を紹介するイベントを開催し、地域の外

国人住民と日本人住民が交流する機会を設けます。 

 担当課所等：文化振興課、文化資源課、（公財）埼玉県国際交流協会  

主な取組 

・ 文化芸術団体等が行う文化事業や体験活動への支援 

・ 県内ＮＧＯ等の活動発表 

・ 外国人住民による母国文化の紹介、日本文化に親しむ行事の開催 

 

 

(３) 外国人住民が担う地域活性化の推進 

 地域の活力の維持・活性化に向けて、外国人住民ならではの知見やノウハウの活

用を図ります。 
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① 外国人住民による県の魅力の発信 

 外国人住民が持つ独自の視点や感覚は、県の魅力を発信する際に新たな気づき

をもたらします。行政の様々な分野において、外国人住民の意見を聴く機会を設

け、効果の高い発信につなげます。 

 また、県の国際交流員20や外国語指導助手、姉妹友好州省からの研修生等、埼玉

県に親しみを感じている外国人滞在者に「埼玉親善大使」を委嘱し、県の魅力を

発信します。 

 担当課所：県民広聴課、国際課、南部地域振興センター 

主な取組 

・ 地域の外国人住民の行政に対する意見を聴く場の創出（再掲） 

・ 外国人住民の視点による地域資源の発掘、魅力発信等（再掲） 

・ 埼玉親善大使の委嘱 

 

② 外国人住民による地域貢献の機会の拡充 

 県内大学に在籍する外国人留学生を講師とした異文化交流の機会を提供するな

ど、地域活性化を図ります。 

 また、一定程度日本語を習得した外国人住民が日本語教室等地域で活躍する取

組を進めます。 

担当課所：国際課、（公財）埼玉県国際交流協会 

主な取組 

・ 外国人留学生による子ども食堂や放課後児童クラブ等への出前講座の実施

（再掲） 

・ 外国人住民の協力による日本語学習支援（再掲） 

・ 外国人住民による母国文化紹介授業の実施（再掲） 

  

                                                   
20 国際交流員 

 「語学指導等を行う外国青年招致事業（JET プログラム）」により、国際交流活動に従事する

ために、地方自治体に配置された外国青年。地域の外国語教育の普及と、国際化の推進の役割を

担う。 
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 様々な文化的背景を持つ住民が共生する多文化共生社会においては、自らとは異な

る価値観や習慣を理解することが重要です。日本の地域社会で常識と考えられている

ことが、外国人にとっても同様とは限りません。 

 日本人住民と外国人住民は、地域で共に暮らし、地域の未来を共に担うパートナー

であるという視点に立って、多文化理解を深めることが求められています。 

 日本人の側も多文化への関心と理解を深め、学ぶことが重要です。 

 多文化共生について意識啓発を図るとともに、交流機会を創出し、相互理解を促進

します。 

 

 (１) 多文化共生の理解促進 

 日本人住民に対し、市町村、県国際交流協会、ＮＧＯ、企業、大学、学校、自

治会等と連携して、多文化共生の地域づくりについて啓発します。 

 また、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関

する法律」に基づき、相談体制の整備、教育の充実及び啓発活動等に取り組みま

す。 

 日本人児童生徒に対しては、各教科の授業など学校生活の中で、外国人の人権

に関する教育を推進します。また、市町村教育委員会と連携を図るとともに、大

学や外国人住民の協力を得るほか、国際交流員や外国語指導助手を活用するなど、

多文化共生の視点を取り入れた国際理解教育を推進します。 

  

① 日本人住民等に対する多文化共生の意識啓発 

 地域の日本人住民と外国人住民との共生を進めるため、住民や企業、ＮＧＯ等

と連携し、多文化共生の地域づくりについて啓発を進めます。 

 また、高校生が日本語教室で外国人住民の日本語学習をサポートする機会を作

るなど、外国人住民との交流が自然に図れる仕組みを通じて多文化共生への理解

につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認め合い共に生きる地域づくり 

基本施策３ 
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担当課所：国際課、高校教育指導課、義務教育指導課 

主な取組 

・ 日本語学習を支援する人材の発掘・育成 

・ 多文化共生を題材とした「彩の国の道徳」を活用した意識啓発 

・ 多文化共生に関する県政出前講座の実施 

・ やさしい日本語の普及促進（再掲） 

・ 県内高校生の日本語学習支援ボランティア体験（再掲） 

・ 外国人生徒が多く在籍する県立学校への多文化共生推進員の配置（再掲） 

・ 外国語指導助手等の配置（再掲） 

 

② 不当な差別的言動等の解消  

 言語や文化、宗教や生活習慣などの違いから、外国人住民に対する差別や偏見

が生じることがあります。また、近年では特定の民族や国籍の人々を排斥するよ

うな言動が問題になっています。 

 県では、こうした不当な差別的言動を防止し、誤解や偏見を解消するため、啓

発コンテンツの作成や講座、イベントを通じて外国人の人権の啓発を推進します。  

 担当課所：人権推進課、国際課 

主な取組 

・ 人権に関する研修会における啓発 

・ 人権啓発コンテンツにおける外国人の人権の記載 

・ 人権啓発フェスティバルにおける外国人の人権についての啓発 

・ ボランティア研修等の機会を捉えた外国人の人権に関する啓発 

 

 

(２) 多文化共生の場づくり（再掲） 

 令和 3年度（2021年度）に行った県民サポ―ターアンケートによると、回答者の

72.7％が、「外国人と何らかの接点がある」と答えました。また、回答者の 85.1％

が、「外国人を理解したい」と思っており、回答者の 49.9％が、「県は外国人との交

流の場を作るべき」と答えました。 

 同じ地域で暮らす日本人住民と外国人住民が、顔の見える関係を築き、理解を深

める場を作ります。 

 

① 地域住民がつながる場づくり（再掲） 

 地域の日本人住民と外国人住民が相互に交流し、多文化共生に関する理解を深

める場づくりを推進します。 
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担当課所等： 国際課、生涯学習推進課、（公財）埼玉県国際交流協会 

主な取組 

・ 県内高校生の日本語学習支援ボランティア体験（再掲） 

・ 外国人留学生による子ども食堂や放課後児童クラブ等への出前講座の実施

（再掲） 

・ 外国人親子と地域住民とのつながりづくりの支援（再掲） 

・ 外国人住民による母国文化紹介授業の実施（再掲） 

 

② 多文化共生への理解を深める行事等の開催（再掲） 

 外国人住民の母国の文化や日本文化等を紹介するイベントを開催し、地域の外

国人住民と日本人住民が交流する機会を設けます。 

 担当課所等：文化振興課、文化資源課、（公財）埼玉県国際交流協会  

主な取組 

・ 文化芸術団体等が行う文化事業や体験活動への支援（再掲） 

・ 県内ＮＧＯ等の活動発表（再掲） 

・ 外国人住民による母国文化の紹介、日本文化に親しむ行事の開催（再掲） 

 

 

(３) 共に県民の一人として協働する活動の促進 

 外国人住民に地域の活動に参加してもらうなど県民が協働することで、地域に新

たな活力が生まれることが期待できます。 

 日本人住民も積極的に受け入れる姿勢を養い、一人一人の能力が十分に発揮でき

る地域づくりにつなげます。 

 

① 優れた取組等の発信  

 多文化共生の理解等を促進する活動を通じ、地域社会に貢献されている方々を

表彰し、取組の内容を広く紹介します。 

担当課所：国際課 

主な取組 

・ 埼玉グローバル賞の表彰 

 

② 日本人と外国人が協働して取り組む地域活性化の推進 

 地域の社会課題の解決に取り組むに当たり、日本人住民と外国人住民が相互に

支え合い、得意分野を生かすことで活動の活性化につなげます。 
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 担当課所：国際課 

主な取組 

・ 多文化共生キーパーソンを活用した外国人コミュニティの支援（再掲） 

・ 外国人住民への有識者会議委員等の委嘱（再掲） 

・ 外国人住民の協力による日本語学習支援（再掲）  

・ 外国人留学生による子ども食堂や放課後児童クラブ等への出前講座の実施

（再掲） 
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６ プランの推進体制 

 多文化共生の推進は、地域全体で取り組む課題であることを認識し、県のみならず、

多様な主体がそれぞれの役割を果たしながら連携・協働することが必要です。 

 

〔各主体の役割〕 

 

(１) 県民 

 地域の主役である県民は、生活の様々な場面で、国籍や文化の違いを認め合い、

尊重することが求められます。 

 日本人住民は、外国の文化や生活習慣を理解し、外国人住民を地域社会の一員と

して受け入れ、外国人住民との交流を深めることが期待されます。 

 また、外国人住民は、日本における基本的なコミュニケーションの手段である日

本語の習得、日本の文化や生活習慣、地域のルールを理解し、地域活動へ参加する

ことなどが期待されます。 

 

(２) 県 

 県は、多文化共生を推進するため「埼玉県多文化共生推進プラン」を策定し、プ

ランに基づく施策を推進します。 

 また、市町村を包括する広域自治体として、広域的な課題への対応、市町村単位

で十分な対応が難しい分野の補完、先導的な取組などを進めます。 

 施策の実施に当たっては、庁内を横断する体制を整えるとともに、有識者で構成

する「埼玉県多文化共生推進会議」を設置し、取組の進捗状況を管理します。 

 さらに、国、他都道府県、県国際交流協会、市町村、市町村国際交流協会、ＮＧ

Ｏ、企業、大学、学校、自治会等と必要に応じて課題を共有し、効果的に連携しま

す。 

 

(３) 県国際交流協会・地域国際交流協会 

 県国際交流協会は、県内全域を対象とした多文化共生の地域づくりを進める拠点

としての役割を担っています。 

 また、地域国際交流協会は、地域の日本語教室の開催、外国人住民に関する情報

の発信、通訳者・翻訳者の人材の発掘など、地域のコーディネーターとして、地域

のニーズや課題を踏まえたきめ細かな事業の推進を図ることが期待されています。 

 それぞれが県や市町村との連携を図りつつ、民間のノウハウや県内外の関係機関

とのネットワークを生かし、柔軟に事業に取り組むことが期待されています。 

  

(４) 市町村 

 市町村は、日常生活に必要な行政サービスを提供する、日本人住民にも外国人住

民にも最も身近な基礎自治体であり、多文化共生の地域づくりにおいて大変重要な

役割を担っています。 

 県や関係機関と情報や課題を共有し、適切な役割分担を念頭に置いて、地域の実
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情に応じた多文化共生の取組を推進することが求められています。 

 市町村窓口における手続の機会などを活用し、外国人住民への効果的な情報提供

や地域活動への参画促進に取り組むことが望まれます。 

 また、日本人住民に対しても意識啓発などを働き掛けるとともに、地域住民が支

えあう関係づくりにつながるような交流機会の創出が期待されます。 

 

(５) ＮＧＯ 

 自主的な外国人住民支援活動を展開するＮＧＯは、地域における多文化共生推進

の中心的な担い手です。県内では、多数のＮＧＯが質の高い活動を行っています。 

 それぞれの団体が持つ独自のノウハウ、情報、人材などを生かし、県民の参加拡

大を図りながら、多様な活動を展開していくことが期待されています。  

 

(６) 企業 

 企業は、外国人労働者を受け入れるに当たり、その社会的責任を果たすことが求

められています。このため、労働関係法令などを遵守するとともに、外国人労働者

が安全で働きやすい職場環境を確保することや、人権の尊重にも配慮することが必

要です。 

 また、「日本語教育の推進に関する法律」において努力義務とされている外国人労

働者の日本語学習の支援などに取り組むとともに、日本人の従業員にやさしい日本

語での意思疎通を促すことなども望まれます。 

 さらに、地域社会との共生を図る観点からも、その家族の生活や子供の教育に関

する支援も期待されています。 

  

(７) 大学 

 大学は、多文化共生を担う人材の継続的な育成や、教員や外国人留学生による啓

発等、地域の多文化共生の推進において重要な役割を担っています。 

 また、外国人留学生にとって魅力のある大学づくりを進め、高度な人材の受入れ

を促進するとともに、留学生の就職に際しては、県内企業等と連携して支援するこ

とが求められています。 

 さらに、多文化共生に関する調査研究や施策立案への助言などにより、行政やＮ

ＧＯへの協力が期待されています。 

 

(８) 学校 

 学校（小・中・高・特別支援学校）は、外国人児童生徒への日本語学習指導を始

め、保護者への分かりやすい説明、就学・進学・就職等に関する取組など、重要な

役割を担っています。 

 また、全ての児童生徒に対し、多文化共生の視点を意識した教育活動を推進する

ことが求められています。 

 

 



- 33 - 

(９) 日本語教室 

 日本語教室は、外国人住民にとって身近な場所です。日常会話を中心とした生活

に必要な日本語を学ぶことができると同時に、気軽に相談ができる場としての役割

が期待されます。 

 

(10) 自治会等 

 自治会等は、外国人住民に対し、地域の活動への参加を働き掛け、地域に溶け込

みやすい環境づくりに資することが期待されます。 

  

(11) 国 

 国は、中長期的視点に立って、外国人全般の受入れ方針及び外国人の日本社会へ

の適応に向けた施策に係る体系的・総合的な方針を策定し、実施することが求めら

れます。 

 また、多様な主体が情報共有や連携を図ることができる場を設けることや、（一

財）自治体国際化協会等を始めとする国の機関が育成する人材や知見を提供するこ

となどが求められます。 
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【参考資料】 

 

〔令和３年度外国人住民意識調査から抜粋〕 

質問 外国人住民が暮らしやすい地域にするために自分自身が何をしたいと思い

ますか。 

 

令和３年度埼玉県外国人住民意識調査 概要 

調査期間 令和 3年 5月 13日（木）～6月 15日（火） 

調査対象 県内在住外国人 

調査方法 
電子メール、郵送、電子申請 による調査（ルビ付きやさしい日本語、

英語、中国語各言語版を作成） 

有効回収票数 1,790件 

62.6%

45.3%

26.1%

23.5%

21.2%

1.6%

0.8%

0% 20% 40% 60% 80%

日本の文化、生活習慣を

理解するように努める

日本語を習得するように

努める

日頃から、日本人の住民と

言葉をかわす

国際交流の行事や

地域のお祭り等に参加する

母国の言葉、文化を

日本人の住民に紹介する

特にない

その他

n=1,790 
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〔令和２年度外国人住民意識調査から抜粋〕 

質問 県にしてほしいことは何ですか。 

 

 

 

令和２年度埼玉県外国人住民意識調査 概要 

調査期間 令和 2年 9月 30日（水）～10月 30日（金） 

調査対象 本調査に協力可能な県内在住の 18歳以上の外国人 

標 本 数 4,000人（住民基本台帳から無作為抽出） 

調査方法 

自記式調査票（ルビ付きやさしい日本語）による郵送配付、郵送回収 

及びインターネット調査（ルビ付きやさしい日本語、英語、中国語、ベト

ナム語、タガログ語の各言語版を作成）の併用 

有効回収票数 1,447件（有効回収率 36.2％） 

 

 

  

43.0%

29.7%

28.2%

24.6%

23.8%

22.5%

4.4%

18.2%

0% 20% 40% 60%

外国人が日本語や日本文化を

学ぶ機会を充実させる

医療サービス体制を整備する

子育て支援

災害情報の多言語化

災害から県民をまもる

看板や案内表示の多言語化

その他

特になし

n=1,447 
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61.2%

23.9%

13.5%

1.3%

そう思う

非常にそう思う

あまりそう思わない

全くそう思わない

〔令和３年度第１８１回県政サポーターアンケートから抜粋〕 

質問 あなたは、外国人とどのような付き合いがありますか。これまでにあった場

合も含めて回答してください（あてはまるもの全て） 

質問 あなたは、外国人を理解したいと思いますか。 

 

 

  

n=2,101 

6.2%

5.3%

5.4%

7.9%

8.8%

10.8%

9.7%

13.9%

12.9%

14.3%

28.5%

34.8%

5.3%

5.0%

6.2%

6.4%

9.6%

10.2%

10.6%

14.0%

14.5%

16.1%

27.3%

37.0%

0.0% 20.0% 40.0%

その他

地域の自治会活動や行事で

一緒に参加している（していた）

国際交流のグループで

一緒に活動している（していた）

子どもの通う学校のＰＴＡ活動などを通じて、

一緒に活動している（していた）

近所に住んでいる外国人との

付き合いはある（あった）

趣味やスポーツのグループで

一緒に参加している（していた）

自分または親せきが外国人と

結婚している（していた）

付き合いを持ったことはないが、

あいさつ程度の交流を交わしている（していた）

友人・パートナーとして付き合っている

（付き合っていた）

学校で一緒に勉強している

（していた）

外国人の知り合いはいないし、

付き合いを持ったこともない

一緒に働いている（働いていた）

R3調査

n=2,101

R2調査

n=2,123
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質問 多文化共生社会づくりのために、埼玉県は、どのような取組に力を入れる    

べきだと思いますか。（あてはまるもの全て） 

 

 

令和３年度県民サポーターアンケート 概要 

調査期間 令和 3年 5月 6日（木）～5月 12日（水） 

調査対象 県内在住県政サポーター 

標 本 数 2,895人 

調査方法 インターネット 

有効回収票数 2,101件（有効回収率 72.6％） 

  

57.2%

49.9%

48.2%

45.5%

40.3%

35.4%

32.9%

28.9%

27.0%

25.7%

25.4%

3.5%

53.9%

44.9%

44.0%

41.1%

36.3%

32.2%

26.7%

25.3%

25.7%

23.2%

26.1%

3.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

外国人に対して、日本の生活ルールや

習慣などについて周知する

外国人との交流の場をつくる

外国人に対して、日本語の学習を支援する

日本人と外国人の両方に、多文化共生に関する

意識啓発や国際理解を促進する

外国人に対する相談体制や

情報提供の充実を図る

外国人の子どもに対する教育を充実させる

外国人が地域社会に

積極的に参加するように促す

企業に対して、外国人労働者の

労働環境の改善や意識啓発を促す

日本人に対して、

外国語の学習を支援する

外国人に対する保健・医療・福祉分野の

施策を充実させる

道路案内板や行政パンフレットなどを

多言語表記にする

その他

R３調査

n＝2,101

R２調査

n=2,123
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埼玉県多文化共生推進プラン策定スケジュール 

 

令和３年２月 令和２年度第２回多文化共生推進会議開催 

・骨子案について協議 

令和３年７月 全庁照会 

・素案に関する意見照会 

令和３年７月 令和３年度第１回多文化共生推進会議開催 

・素案について協議 

令和３年１０月 市町村向け意見照会 

・原案に関する意見照会 

令和３年１０月 県民コメント実施 

・原案に関するパブリックコメントの募集 

令和３年１１月 令和３年度第２回多文化共生推進会議開催 

・最終案について協議 

令和４年３月 プラン策定 
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埼玉県多文化共生推進会議委員名簿 

 

（敬称略・５０音順） 

任期 令和２年７月～令和４年６月 

石井 ナナヱ （特非）ふじみの国際交流センター 理事長  

石坂 剛 川口市市民生活部長  

北村 裕美 帰国児童生徒等支援アドバイザー  

佐藤 郡衛 
（独法）国際交流基金 

日本語国際センター 所長 
副委員長 

佐藤 美姿 
多文化共生キーパーソン 

所沢インターナショナルファミリー運営委員 
 

清水 隆教 （一財）自治体国際化協会多文化共生部長 
 

髙栁 なな枝 地球っ子クラブ 2000代表 
 

中本 進一 埼玉大学教授 委員長 

藤江 ミィ （株）藤江商会 副社長 
 

山尾 三枝子 埼玉日本語ネットワーク 代表 
 

吉野 正洋 吉野電化工業（株） 専務取締役 
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埼玉県多文化共生推進会議設置要綱 

 

（設置）  

第１条 埼玉県での「多文化共生社会」の実現を目指し、取り組むべき施策を総合的

に推進するため、埼玉県多文化共生推進会議（以下「推進会議」という。）を設置

する。  

（組織）  

第２条 推進会議は、委員１５人以内をもって組織する。  

（委員）  

第３条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が委嘱する。  

（１） 学識経験を有する者  

（２） 外国人住民  

（３） 多文化共生の推進に係わる活動を行っている者  

（４） 関係行政機関の職員  

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任  

期間とする。  

３ 委員は、再任されることができる。  

（委員長）  

第４条 推進会議に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。  

２ 委員長は、推進会議の会務を総理し、会議を代表する。  

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きその職務を代理するものとし、委員長が指名する。  

（審議事項）  

第５条 推進会議は、次の事項を審議する。  

（１）埼玉県多文化共生推進プランの推進に関すること。  

（２）多文化共生推進に関するＰＲに関すること  

（３）多文化共生推進に関する連携・強化に関すること  

（４）その他多文化共生推進に関し必要な事項  

（会議）  

第６条 推進会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。  

２ 委員長は、必要があると認められる場合は、委員以外の職員の出席を求め、意見

を聞くことができる。  
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（事務局）  

第７条 推進会議の事務は、県民生活部国際課において処理する。  

（その他）  

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長

が別に定める。  

附 則  

この要綱は、平成２０年７月２８日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２１年９月７日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２２年８月３０日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２３年６月１６日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２４年８月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２５年５月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２６年７月２３日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２７年２月１０日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２８年７月１日から施行する。 
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